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第１ 趣旨

農山漁村は、心豊かな暮らしと自然、文化、歴史を大切にする良き伝統を代々

伝え、我が国にとってかけがえのない存在となっている。

しかし、少子高齢化等の急速な進行や所得の減少、都市部に比べて生活環境の

整備が遅れていることなどから、地域としての活力の低下傾向が続いている。

このような中、近年の農山漁村に対する都市住民の関心の高まりを受け、家族

の多様なニーズ等に応じたライフスタイルを実現するための手段の一つとして二

地域居住を実践する者等、新しい形態で農山漁村と関わりを持つ者が増えはじめ

ている。

これらを踏まえ、農山漁村における定住や二地域居住、都市との地域間交流を

促進することにより、農山漁村の活性化を図るため、農山漁村の活性化のための

定住等及び地域間交流の促進に関する法律（平成19年法律第48号。以下「法」と

いう。）が制定された。このことを受け、都道府県又は市町村が創意工夫を活かし、

地域住民の合意形成を基礎として作成する活性化計画（法第５条第１項の活性化

計画をいう。以下同じ。）に基づく取組を総合的かつ機動的に支援するため、農山

漁村活性化プロジェクト支援交付金（以下「本交付金」という。）を交付する。

第２ 事業の実施

本交付金による事業の実施については、法及び農山漁村の活性化のための定住



等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則（平成19年農林水産省令第65号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるもの

とする。

第３ 交付金の交付対象

１ 交付対象事業

本交付金は、第１の趣旨を踏まえ、活性化計画の区域において定住等及び地

域間交流を促進するために実施される別表に掲げる事業等（他の法律又は予算

制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業等を除く。以下「交付対象

事業」という。）に必要な経費に充当するものとする。

２ 事業実施主体、要件及び交付額算定交付率

（１）事業実施主体

１の交付対象事業を実施する者（以下「事業実施主体」という。）は、都道

府県、市町村又は都道府県若しくは市町村からその経費の一部に対して補助

を受けて交付対象事業を実施する農林漁業団体等（法第５条第４項に定める

農林漁業団体等をいう。以下同じ。）であって、別表事業実施主体の欄に掲げ

るとおりとする。

（２）要件及び交付額算定交付率

１の交付対象事業の実施要件及び交付額を算定するための交付率は、別表

要件の欄及び交付額算定交付率の欄にそれぞれ掲げるとおりとする。

３ 実施期間

交付対象事業の実施期間は、活性化計画の期間内であって、原則として、３

年以内とする。ただし、農村振興局長が別に定める場合は、この限りでない。

第４ 活性化計画の添付書類等

１ 活性化計画の添付書類の作成

（１）法第５条第１項に基づき活性化計画を作成する都道府県又は市町村（以下

「計画主体」という。）は、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を充てて

交付対象事業を実施しようとするときは、活性化計画とあわせて規則第５条

第１項第１号の図面のほか、規則第５条第１項第２号の交付金の額の限度を

算定するために必要な資料として、農村振興局長が別に定める交付対象事業

別概要及び事前点検シート（以下「添付書類」という。）を作成するものとす

る。

（２）計画主体は、添付書類を作成するに当たって、整備する施設等の導入効果

について、農村振興局長が別に定めるところにより費用対効果分析を行い、

交付対象事業の実施に要する費用に対し、得ようとする効果が適切に得られ

るか否かを判断し、費用が過大とならないよう、効率性等を十分に検討する

ものとする。



（３）計画主体は、法第５条第11項に基づき活性化計画を公表する場合には、（１）

の規定により作成した添付書類を併せて公表するものとする。

（４）計画主体は、法第６条第１項の規定により農林水産大臣に活性化計画を提

出する場合においては、当該活性化計画に（１）の規定により作成した添付

書類を添付するものとする。

２ 交付対象計画の決定

農林水産大臣は、法第６条第１項及び１の（４）の規定により活性化計画及

び添付書類の提出があったときは、その内容を審査し、交付金の交付対象とな

る活性化計画の決定を行うものとする。

３ 活性化計画及び交付対象事業別概要の変更

計画主体が、活性化計画及び交付対象事業別概要について農村振興局長が別

に定める重要な変更を行う場合には、法第６条第１項に準じて変更後の活性化

計画及び添付書類を農林水産大臣に提出しなければならない。この場合、１及

び２の規定を準用する。

第５ 交付対象事業の実施

１ 毎年度の実施手続

計画主体は、交付対象事業の実施期間の間、毎年度、農村振興局長が別に定

める年度別事業実施計画を作成し、これを農林水産大臣に提出するものとする。

２ 事業費の低減

計画主体及び事業実施主体は、地域の実情にかんがみ、過剰と見られるよう

な施設等の整備を排除する等、徹底した事業費の低減に努めるものとする。

第６ 助成

１ 国の助成

国は、第４の２の規定により交付対象として決定された活性化計画に基づく

事業の実施に要する経費に充てるため、計画主体に対し、毎年度、予算の範囲

内で、交付金を交付することができる。

２ 交付金の額の限度

交付金の額の限度については、別表の事業名の欄に掲げる事業に係る事業費

に、当該事業に係る同表の交付額算定交付率の欄に掲げる率を乗じて得た額の

合計額とする。

第７ 事業実施後の措置

計画主体は、交付対象事業の効果が十分に発現しているかどうかについて、的

確に把握するものとする。施設等の利用状況等が３年間継続して低調である場合、

計画主体は、その要因を分析し、計画主体が事業実施主体でない場合には、事業

実施主体に対し施設等の運営方法や利用形態等の改善について指導し、必要に応



じて、当該施設等の利用に係る計画の変更等の所要の手続を行うものとする。

第８ 事後評価等

１ 事後評価

交付対象事業に係る事後評価は、次に定めるところにより、当該活性化計画

が終了する年度の翌年度に行うものとする。

（１）計画主体は、交付対象事業別概要に定められた目標の達成状況等について

評価を行い、評価内容の妥当性について学識経験者等第三者の意見を聴いた

上で、その結果を公表するものとする。

（２）計画主体は、（１）の規定により聴取した第三者の意見を付して、公表した

評価を農林水産大臣に報告するものとする。

（３）農林水産大臣は、（２）の規定により評価の報告を受けたときは、その結果

を踏まえて、翌年度以降の交付金の配分を適正に行うものとする。

２ 事後評価後の措置

（１）１の事後評価の結果、交付対象事業別概要に定められた目標の達成状況が

低調である場合、計画主体は、その要因及び推進体制、施設の利用計画等の

見直し等目標の達成に向けた方策を内容とする改善計画を作成し、改善計画

の妥当性について学識経験者等第三者の意見を聴いた上で、公表するものと

する（自然災害又は経済的・社会的事情の著しい変化等予測不能な事態の場

合を除く。）。

（２）計画主体は、（１）の規定により聴取した第三者の意見を付して、公表した

改善計画を農林水産大臣に提出するものとする。

（３）（２）の規定により提出を受けた農林水産大臣は、目標の達成が見込まれな

い計画主体に対して、重点的に指導、助言等を行うものとする。

（４）（１）の規定による改善計画の作成を要しない場合であっても、交付対象事

業別概要に定められた目標に達していない場合、計画主体は、目標達成に向

けた自主的な取組を行うものとする。

この場合には、国は、目標達成に向けた取組状況について定期的に調査を

行うものとする。

第９ 交付金の適正な執行の確保

１ 計画主体は、事業実施主体による交付対象事業の実施について総括的な指導

監督を行うとともに、必要に応じて、学識経験者等第三者、関係機関又は関係

団体からの意見の聴取や地域における説明会等を通じて、活性化計画の推進体

制を確立し、適正かつ円滑な交付対象事業の執行を確保するものとする。

２ 国は、本交付金の実施について、総合的な推進体制を整備し、助言、指導そ

の他の必要な援助を行うものとする。

３ 国は、本交付金による事業の実施に必要な事項に関する調査等を行うことが



できるものとする。

第１０ 委任

本交付金の実施は、この要綱に定めるもののほか、農村振興局長が別に定め

るところによるものとする。

第１１ 他の施策との連携

本交付金の実施に当たっては、次に掲げる施策との連携に配慮するものとす

る。

１ 生産製造連携事業計画に関する施策

２ 再生可能エネルギー供給施設整備に関する施策

３ 農林水産物の輸出の促進に関する施策

４ 耕作放棄地解消対策の推進に関する施策

５ 地域再生法（平成17年法律第24号）第５条第１項に規定する地域再生計画

に基づく施策

６ 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水

産物の利用促進に関する法律（平成22年法律第67号）第５条第１項に規定す

る総合化事業計画に関する施策

７ 離島振興法（昭和28年法律第72号）第４条第１項に規定する離島振興計画

に基づく施策

８ 定住自立圏構想推進要綱（平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次

官通知）第６に規定する定住自立圏共生ビジョンに基づく施策

９ 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強

靱化基本法（平成25年法律第95号）第13条に規定する国土強靱化地域計画に

基づく施策

第１２ 災害等における緊急事業

災害等緊急に対応する必要がある事案が生じ、かつ、農村振興局長が特に必

要と認める場合にあっては、この要綱の規定にかかわらず、農村振興局長が別

に定めるところにより、緊急に事業を実施することができるものとする。

附 則

この通知は、平成19年８月１日から施行する。

附 則

この通知は、平成20年４月１日から施行する。

附 則

この通知は、平成20年８月１日から施行する。



附 則

この通知は、平成21年４月１日から施行する。

附 則

この通知は、平成21年５月29日から施行する。

附 則

この通知は、平成22年４月１日から施行する。

附 則

この通知は、平成23年４月１日から施行する。

附 則

この通知は、平成23年11月21日から施行する。

附 則

この通知は、平成24年４月６日から施行する。

附 則

１ この通知は、平成25年２月26日から施行する。

２ 地域自主戦略交付金交付要綱（農山漁村地域整備に関する事業、農山漁村活

性化対策整備に関する事業、農業・食品産業強化対策整備に関する事業、水産

業強化対策整備に関する事業、森林整備・林業等振興整備に関する事業）（平成

23年４月１日付け22農振第2185号農林水産事務次官依命通知。以下「地域自主

交付要綱」という。）別紙34（農山漁村活性化対策整備に関する事業に係る運用）

第４の１の（４）及び第４の２の規定により農林水産大臣に提出され、審査を

受けた活性化計画及び添付書類は、第４の２の規定により農林水産大臣が本交

付金の交付対象となる活性化計画の決定を行ったものとみなすこととする。な

お、当該活性化計画に基づき実施してきた事業であって、平成25年２月26日以

降、本交付金を充てて事業を実施するものについては、本交付金へ移行された

ものとみなす。

３ ２の規定により本交付金へ移行された事業の事業メニューごとの実施要件に

ついては、地域自主交付要綱別紙35（農山漁村活性化対策整備に関する事業に

係る取扱）の別表によるものとする。

４ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱の一部改正について（平成2

4年４月６日付け23農振第2688号農林水産事務次官依命通知）による改正前の農

山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱（平成19年８月１日付け19企第1

00号農林水産事務次官依命通知）第４の２に基づき、農林水産大臣が農山漁村

活性化プロジェクト支援交付金の交付対象として決定した活性化計画に基づき

実施される事業であって、平成24年度に地域自主戦略交付金を充てて事業を実



施し、平成25年２月26日以降、本交付金を充てて事業を実施するものについて

は、本交付金へ移行されたものとみなす。

５ ４の規定により本交付金へ移行された事業の事業メニューごとの実施要件に

ついては、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領の一部改正につい

て（平成24年４月６日付け23農振第2689号農林水産省農村振興局長通知）によ

る改正前の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領（平成19年８月１

日付け19企第101号農林水産省大臣官房長通知）の別表によるものとする。

附 則

この通知は、平成25年５月16日から施行する。

附 則

この通知は、平成26年４月１日から施行する。

附 則

この通知は、平成27年４月９日から施行する。



（実施要綱）別 表

事 業 名 事業実施主体 要 件 交付額算定交付率

（１）生産基盤及び施設の整備（法第５条第２項第２号イ）

基盤整備 都道府県、市町村、地方公共団体の一部事務組合、 農山漁村の活性化のため 定額、１/２又は３/10

地方公共団体等が出資する法人、農業協同組合、農業 の定住等及び地域間交流の 上記にかかわらず、奄

生産機械施設 協同組合連合会、土地改良区、土地改良区連合、土地 促進に関する法律（平成19 美群島（奄美群島振興開

改良事業団体連合会、土地改良法第95条第1項の規定に 年法律第48号）第５条第２ 発特別措置法（昭和29年

処理加工・集出荷 より数人共同して土地改良事業を行う者、農地中間管 項第１号の活性化計画の区 法律第189号）第1条に規

貯蔵施設 理機構（農地中間管理事業の推進に関する法律（平成2 域（以下この別表において、定する奄美群島をいう。

5年法律第101号）第２条第４項に規定する農地中間管 単に「活性化計画の区域」 以下この別表において同

新規就業者等技術 理機構をいう。以下この別表において同じ。）、農業委 という。）における定住等 じ。)は６/10、次の(１)

習得管理施設 員会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、流 の促進に資するため、基幹 から(７)の要件のいずれ

域森林・林業活性化センター、漁業協同組合、漁業生 産業である農林漁業の振興 かに該当する地域（以下

産組合、漁業協同組合連合会、農林漁業者等の組織す を図ることが必要であり、 この別表において、「六

る団体、一般社団法人又は一般財団法人、ＰＦＩ事業 かつその振興に寄与すると 法指定地域等」という。）

者（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促 認められること。 は5.5/10、4.5/10、４/1

進に関する法律（平成11年法律第117号）第２条第５項 そのほか、農村振興局長 0又は１/３とする。

に規定する選定事業者をいう。以下この別表において が別に定める各事業メニュ (１) 山村振興法（昭和4

同じ。）、ＮＰＯ法人（特定非営利活動促進法（平成10 ーごとに農村振興局長が別 0年法律第64号）第７条

年法律第７号）第２条第２項の規定による特定非営利 に定めるものとする。 第１項の規定に基づき指

活動法人をいう。以下この別表において同じ。)その他 定された振興山村

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促 (２) 過疎地域自立促進

進に関する法律施行規則（平成19年農林水産省令第65 特別措置法（平成12年法

号）第３条第４号の規定に基づき計画主体が指定した 律第15号）第２条第１項

者（以下この別表において、単に「計画主体が指定し に規定する過疎地域（同

た者」という。）とし、農林水産省農村振興局長が別に 法第33条第１項又は第２

定める各事業メニューごとに農村振興局長が別に定め 項の規定により過疎地域

るものとする。 とみなされる区域を含

む。）の全部又は一部の

地域

(３) 離島振興法（昭和2

8年法律第72号）第２条

第１項の規定に基づき指

定された離島振興対策実

施地域の全部又は一部の

地域

(４) 半島振興法（昭和6

0年法律第63号）第２条

第１項の規定に基づき指

定された半島振興対策実

施地域の全部又は一部の

地域

(５) 特定農山村地域に

おける農林業等の活性化

のための基盤整備の促進

に関する法律（平成５年

法律第 72号）第２条第

１項に規定する特定農山

村地域

(６)豪雪地帯対策特別措

置法（昭和37年法律第73

号）第２条第２項に規定

する特別豪雪地帯

(７)急傾斜地畑地帯（受

益地域内の畑地における

平均傾斜度が15度以上の

地域をいう。）

ただし、農村振興局長

が別に定める各事業メニ

ューごとに農村振興局長

が別に定めるものとす

る。



（２）生活環境施設の整備（法第５条第２項第２号ロ）

簡易給排水施設 都道府県、市町村、地方公共団体の一部事務組合、 活性化計画の区域におけ １/２

地方公共団体等が出資する法人、農業協同組合、農業 る定住等の促進のため、集 上記にかかわらず、奄

防災安全施設 協同組合連合会、土地改良区、土地改良区連合、土地 落における生活環境施設の 美群島は６/10、六法指

改良法第95条第1項の規定により数人共同して土地改良 整備が必要であると認めら 定地域等は5.5/10とす

農山漁村定住促進 事業を行う者、農地中間管理機構、農業委員会、森林 れること。 る。

施設 組合、森林組合連合会、水産業協同組合（水産業協同 そのほか、農村振興局長 ただし、農村振興局長

組合法（昭和23年法律第242号）第２条に規定する水産 が別に定める各事業メニュ が別に定める各事業メニ

業協同組合をいう。以下この別表において同じ。）、農 ーごとに農村振興局長が別 ューごとに農村振興局長

林漁業者等の組織する団体、中小企業等協同組合（中 に定めるものとする。 が別に定めるものとす

小企業等共同組合法（昭和24年法律第181号）第３条に る。

規定する中小企業等共同組合をいう。以下この別表に

おいて同じ。）、一般社団法人又は一般財団法人、ＰＦ

Ｉ事業者、ＮＰＯ法人その他計画主体が指定した者と

し、農村振興局長が別に定める各事業メニューごとに

農村振興局長が別に定めるものとする。

（３）地域間交流拠点の整備（法第５条第２項第２号ハ）

地域資源活用総合 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、 活性化計画の区域におけ １/２又は３/10

交流促進施設 地方公共団体等が出資する法人、農業協同組合、農業 る農山漁村と都市との地域 上記にかかわらず、六

協同組合連合会、土地改良区、農地中間管理機構、農 間交流を促進するため、地 法指定地域等は5.5/10と

農林漁業・農山漁 業委員会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、 域間交流の拠点となる施設 する。

村体験施設 流域森林・林業活性化センター、水産業協同組合、農 の整備が必要であると認め ただし、農村振興局長

自然環境等活用交 林漁業者等の組織する団体、中小企業等協同組合、一 られること。 が別に定める各事業メニ

流学習施設 般社団法人又は一般財団法人、教育委員会、ＰＦＩ事 そのほか、農村振興局長 ューごとに農村振興局長

業者、ＮＰＯ法人、受入地域協議会（市町村のほか、 が別に定める各事業メニュ が別に定めるものとす

農林漁家民宿、民泊の受入れを行う農林漁家等で組織 ーごとに農村振興局長が別 る。

する協議会とする。）その他計画主体が指定した者とし、に定めるものとする。

農村振興局長が別に定める各事業メニューごとに農村

振興局長が別に定めるものとする。

（４）その他省令で定める事業（法第５条第２項第２号ニ）

遊休農地解消支援 都道府県、市町村、地方公共団体の一部事務組合、 活性化計画の区域におけ 定額又は１/２

農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区、土 る定住等及び農山漁村と都 上記にかかわらず、奄

地域資源活用起業 地改良事業団体連合会、土地改良法第95条第1項の規定 市との地域間交流を促進す 美群島は6/10又は5.2/1

支援施設 により数人共同して土地改良事業を行う者、農地中間 るため、資源の有効な利用 0、六法指定地域等は5.5

地域資源循環活用 管理機構、農業委員会、都道府県農業会議、森林組合、 を確保等するための施設の /10とする。

施設 生産森林組合、森林組合連合会、流域森林・林業活性 整備が必要であると認めら ただし、農村振興局長

地域住民活動支援 化センター、水産業協同組合、農林漁業者等の組織す れること。 が別に定める各事業メニ

促進施設 る団体、地方公共団体等が出資する法人、中小企業等 そのほか、農村振興局長 ューごとに農村振興局長

土地利用調整 協同組合、一般社団法人又は一般財団法人、ＰＦＩ事 が別に定める各事業メニュ が別に定めるものとす

農地等補完保全整 業者、ＮＰＯ法人その他計画主体が指定した者とし、 ーごとに農村振興局長が別 る。

備 農村振興局長が別に定める各事業メニューごとに農村 に定めるものとする。

景観・生態系保全 振興局長が別に定めるものとする。

整備

新用途米穀生産製

造連携支援

（５）（１）から（４）の事業と一体となって実施する事業事務（法第５条第２項第３号）

創意工夫発揮事業 活性化計画の区域におけ 一体となって実施する

－ る定住等及び農山漁村と都 （１）から（４）の事業

農山漁村活性化施 市との地域間交流を促進す の交付率と同率とする。

設整備附帯事業 るため、（１）から（４） ただし、農山漁村活性

の事業と一体となって、そ 化施設整備附帯事業は、

の効果を増大させるため実 １/２とする。

施する必要があると認めら

れること。


